
2 令和6年（2024年）1月21日

申告から納税までの流れ

　令和5年度までの住民税に関する特別徴収税額通知は、e
エルタックス
LTAX

（地方税ポータルシステム）で給与支払報告書を区に提出した場合、
特別徴収義務者用は「書面」か「書面と電子データ両方」で送付してお
り、納税義務者用は圧着式の「書面」で送付していました。
　令和6年5月以降に送付する、令和6年度からの住民税に関する特
別徴収税額通知は、eLTAXで給与支払報告書を区に提出した場合、
特別徴収義務者用、納税義務者用ともに、「書面」か「電子データ」の
いずれか一方を受け取ることができます。

　また、年度途中で税額に変更があった場合も、給与支払報告書提
出時に選択いただいた方法によって送付します。
　納税義務者用の特別徴収税額通知を電子データで受け取るために
は、有効なメールアドレスを記載し、納税義務者全員の受給者番号
の付番が必要です。詳しくは、eLTAX茜をご確認ください。

問い合わせ 税務課課税係　☎3578－2600～8

特別徴収税額通知の電子化のお知らせ

広報

納入

公的年金等からの特別徴収
（年金天引きで納める方法）
　一定の要件に該当する年金受給者につい
ては、公的年金等から住民税が天引きされ
ます。住民税の「納税通知書」を6月上旬に
区役所（税務課）から自宅へ郵送します。

　自営業の人や、住民税を給与や年金から天引きされな
い人は、住民税の「納税通知書」と「納付書」を6月上旬に
区役所（税務課）から自宅へ郵送します。

普通徴収（個人で納める方法）
　給与から天引きされる人は、住民税の「税額通知書」を
5月中旬に区役所（税務課）から勤務先へ郵送します。
　勤務先から「税額通知書」を受け取ります。

給与からの特別徴収（給与天引きで納める方法）

2月16日～3月15日に申告
①所得税の確定申告

1月31日までに
提出

①給与支払報告書

給与以外の所得があ
る等、確定申告をす
る必要がある人や、
医療費控除等で確定
申告をすると所得税
が還付される人が行
います。

①所得税の確定申告

確定申告書
等の写し

（第1～4期）③納付（納付書・口座振替等）

3月15日までに申告
  確定申告をした人は
  必要ありません

①住民税の申告

年金
受給者

公的年金等の
支払者

（日本年金機構等）

令和6年度の納期限（年4回）
第1期 7月1日（月）
第2期 9月2日（月）
第3期 10月31日（木）
第4期 令和7年1月31日（金）

※ 1  税制改正によって、令和6年度は7月から天引き開始になる可
能性があります。

※ 2 地方税ポータルシステムを通じて、納税することも可能です。
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※
１

給与所得者
（給与収入がある人等）

営業等
事業所得者
（自営業の人等）

税務署

区役所
区役所

銀 行

②税額通知書
5月中旬に勤務先に発送

区役所
区役所

各月分を翌月10日までに納入
⑤納入 ※2

6月上旬に本人宛てに発送
②納税通知書

勤務先
会 社

①公的年金等
　支払報告書

②税額を通知

③納入

②納税
　通知書

◀ eLTAX茜


